
　和歌山県社会福祉協議会

１　近畿ブロック「災害時の相互支援に関する協定」に基づく活動

―和歌山県内の社会福祉協議会は、岡山県倉敷市へ―
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　当面の派遣期間は、７月２０日から８月１４日までです。

滋賀県

 ※この情報は、県内市町村社会福祉協議会、県経営協会員等の関係機関にお送りしています。

【連絡先】社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会　総務・資金部（地域連携班）

 TEL:073-435-5224／FAX:073-435-5226 

　本日（７月1７日）、午後２時から「災害時の相互支援に関する協定に基づく、近畿ブロック府県・指定都市

社協連絡会議」が開催され、当面、岡山県（倉敷市、総社市、岡山市）内災害ボランティアセンター運営支

援のため、近畿ブロックから各クール・１６名ずつの派遣することを確認しました。

　この要請を受け、明日・18日、和歌山県内では、３ブロックで、市町村社協ブロック別会議を開催します。

　和歌山県内の社会福祉協議会は、岡山県倉敷市に入ることになりました。

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

　当面、６クールです。１クールの活動日数は計５日間の予定です。

（当面の各クールの派遣人員）
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